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総務文教委員長報告

市民厚生委員長報告

員
か
ら
、
政
府
で
も
意
見
が
ま
と
ま

ら
な
い
ほ
ど
難
し
い
問
題
で
あ
る
た

め
、
時
間
を
か
け
て
議
論
を
行
う
べ

き
で
あ
る
な
ど
の
意
見
や
、
夫
婦
別

姓
を
否
定
す
る
強
い
意
思
と
し
て
夫

婦
別
姓
法
案
成
立
に
反
対
す
る
意
見

書
を
国
に
提
出
し
て
ほ
し
い
と
の
討

論
が
出
さ
れ
、
全
員
採
択
す
る
こ
と

に
賛
成
し
ま
し
た
。
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委 

員 

会

　
　
　
　
　

委
員
長　

野の

口ぐ
ち　

明あ
け

美み

　

今
期
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案

五
件
は
全
員
賛
成
で
同
意
・
可
決
・

承
認
し
ま
し
た
。
「
市
道
路
線
の
廃

止
」
及
び
「
市
道
路
線
の
認
定
」
に
つ

い
て
は
、
既
に
認
定
し
て
い
る
路
線

を
変
更
す
る
の
に
、
な
ぜ
一
度
廃
止

し
、
ま
た
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
ま
た
二
工
区
内
の
歩
行
者

専
用
道
路
は
行
政
の
指
導
で
造
ら
せ

た
の
か
な
ど
の
質
疑
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
執
行
部
か
ら
は
、
国
の
道
路
局

長
通
達
で
は
、
旧
路
線
の
廃
止
及
び

新
路
線
の
認
定
は
二
重
の
手
続
き
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
二
工
区
内
に
は
公

で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

「
保
育
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て
」
で
は
、
春
日
原
保
育
所
の

指
定
管
理
者
と
し
て
、
社
会
福
祉
法

人
春
日
福
祉
会
を
指
定
す
る
こ
と
、

指
定
の
期
間
、
選
定
の
経
緯
な
ど
の

説
明
を
受
け
、両
議
案
と
も
、全
員
が

原
案
に
賛
成
し
ま
し
た
。
市
税
条
例
、

都
市
計
画
税
条
例
及
び
国
民
健
康
保

険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
関
す
る
専

決
処
分
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
す
べ

て
全
員
賛
成
で
承
認
し
ま
し
た
。

　

「
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法
制

化
に
反
対
す
る
意
見
書
の
提
出
に
関

す
る
請
願
に
つ
い
て
」
で
は
、
執
行

部
か
ら
こ
の
制
度
の
背
景
や
国
会
で

の
現
状
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
委

い
る
の
で
適
性
だ
っ
た
と
考
え
て
い

る
が
、
出
さ
れ
た
意
見
は
今
後
の
課

題
と
し
て
研
究
し
た
い
と
の
説
明
を

受
け
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
た
。
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委
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今
期
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案

二
件
、
報
告
三
件
及
び
請
願
一
件
に

つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

「
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
で
は
、
地

方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
個
人

の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶

養
親
族
申
告
書
の
提
出
や
、
た
ば
こ

税
の
税
率
の
改
定
等
に
関
す
る
も
の

総 

務 

文 

教 

委 

員 

会

　
　
　
　
　

委
員
長　

長な
が

能の　

文ふ
み

代よ

　

今
期
定
例
会
に
付
託
さ
れ
た
八
議

案
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
一
号
）は
、
春
日
原
保
育
所

の
指
定
管
理
者
へ
の
管
理
業
務
委
託

料
の
限
度
額
の
設
定
で
あ
っ
た
が
、

管
理
者
の
指
定
が
公
平
に
行
わ
れ
て

い
な
い
等
の
意
見
が
出
さ
れ
、
賛
成

五
、
反
対
一
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
た
。

　

ま
た
、「
工
事
請
負
契
約
の
締
結（
春

日
原
保
育
所
建
築
本
体
工
事
）」で
は
、

最
低
制
限
価
格
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

た
め
に
十
九
社
が
応
札
し
た
の
に
、

十
七
社
が
無
効
と
な
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
議
論
が
な
さ
れ
、
最
低
制
限
価

格
を
設
定
し
て
い
な
い
物
件
と
の
整

合
性
や
、
価
格
が
企
業
の
実
態
と
乖か

い

離り

し
て
い
る
の
で
、
経
済
情
勢
を
踏

ま
え
た
価
格
に
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
意
見
。
最
低
制
限
価

格
の
公
表
や
、市
内
業
者
の
下
請
け
率

な
ど
に
つ
い
て
も
質
疑
が
出
さ
れ
た
。

執
行
部
か
ら
最
低
制
限
価
格
は
、
国

の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
て
積
算
し
て

視点・論点視点・論点 ６月定例会

６月定例会において、各常任委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。
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地域建設委員会現地調査

園
の
計
画
が
あ
り
、
住
民
を
誘
導
す

る
た
め
に
歩
行
者
専
用
道
路
が
設
計

さ
れ
た
と
の
説
明
を
受
け
、
両
議
案

と
も
全
員
賛
成
で
承
認
し
ま
し
た
。

　

次
に
「
大
野
城
市
道
路
線
の
区
域

外
認
定
に
関
す
る
承
諾
」
で
は
、
大

野
城
市
と
春
日
市
と
の
車
道
の
接
続

は
し
な
い
の
か
等
の
質
疑
が
出
さ
れ

ま
し
た
。
執
行
部
か
ら
は
、
接
続
は

歩
行
者
専
用
道
路
の
み
で
車
道
を
接

続
し
な
い
の
は
大
野
城
市
の
意
向
で

あ
る
と
の
説
明
を
受
け
、
全
員
賛
成

で
承
認
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
「
人
権
擁
護
委
員
の
候
補

者
の
推
薦
」、「
春
日
市
違
法
駐
車
等

の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
」に
つ
い
て
は
、

全
員
が
賛
成
し
ま
し
た
。

議決結果（賛否が分かれた案件） ※その他の案件については全員賛成で可決されました。

平成22年第２回（６月）定例会

件　　　　　　　　　　名

創　政　会 公　明　党 近未来21 薫　風 日本
共産党 衆政会

議
決
結
果

竹
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尚
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友
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英
司

柴
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與
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坂
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靖
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嘉
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岩
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清
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久
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妙
子
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末　
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俊
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幸
恵
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美
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文
代

五
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源
寿

塚
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良
治

春日市税条例の一部を改正する
条例の制定について ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ● ● ●○ ●○ 原 案

可 決

平成22年度春日市一般会計補正
予算（第１号） について ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ● ● ●○ ●○ 原 案

可 決

保育所の指定管理者の指定につ
いて ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ● ● ●○ ●○ 原 案

可 決

専決処分について（春日市国民
健康保険税条例の一部を改正す
る条例の制定について）

●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ● ● ●○ ●○ 承 認

選択的夫婦別姓制度の法制化に
反対する意見書の提出に関する
請願

●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ● ●● ●● ●○ ● ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ 採 択

選択的夫婦別姓制度の法制化に
反対する意見書 ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 欠 ● ● ● ●○ ● ●○ ●○ ● ● ● ●○ ●○ 原 案

可 決

※各会派の所属議員の党派は次のとおり
▪創政会〔無所属⑥〕　▪公明党〔公明党④〕　▪近未来２１〔無所属③〕
▪薫　風〔無所属②〕　▪日本共産党〔日本共産党②〕　▪衆政会〔無所属②〕

（原案について ◯賛成  ●反対  ※欠は欠席）
※松尾浩孝議員は議長職のため、表決権は
　ありません。

議会を傍聴しませんか議会を傍聴しませんか
　市議会では、市民に密接に関係するさまざまな事項を論議し、決定しています。あなたも一度、

本会議や委員会を傍聴して、議員、市長、執行部の真剣なやりとりを身近で感じてみませんか。

　一般質問などの本会議傍聴の受付は、市庁舎１階市民ロビーからの傍聴席入り口で行っていま

すので、受付簿に住所氏名を記入して、傍聴席にお入りください。

　委員会の傍聴は、委員会の開催時間の１時間前までに議会事務局に申し出を行ってください。

●一般質問は、ケーブルテレビでも生中継されています。

●親子で傍聴できる傍聴席もあります。


